
   令和７年 12 月 5 日  

保護者の皆様 

八雲町立八雲小学校 

 校長  附田 勇人  
 

登下校時の車による送迎のルールについて（重要なお知らせとお願い） 

 

本校では、自家用車での登下校の送迎に関わり、毎年 4 月に「登下校時の車による送迎にルール」を

配布したり、ホームページで注意喚起を促したりし、皆様の安全確保の啓発に努めています。 

特に朝の役場前交差点は、通勤のための交通量も多く、スクールバスも運行しています。そのため役

場前駐車場で乗り降りしたり、横断歩道を渡ったりする際は、十分安全に気をつけなければなりません。

さらに、冬になると道幅が狭くなり見通しも悪くなります。 

 つきましては、子供たちや保護者、地域の皆様の安全を第一に考え、車での送迎時のルールを関係機

関とも調整し、下記の通りとなりました。再度ご確認の上、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 登下校は、スクールバス利用

を除いて、原則、徒歩での通学

をお願いします。 

本校は、世帯数３５０を超える大

規模校であり、学校周辺に車での送

迎に対応できる十分な駐車スペー

スの確保が難しい状況です。多くの

車が出入りすることに 

よる事故や交通渋滞の 

防止の観点からご理解 

ご協力をお願いします。 

２ 車での送迎時に利用していただく駐車場について 
 

【登校時】 ＜利用いただける駐車場＞ 

〇役場駐車場（学校フェンス側を除く）、〇高架下、〇町民体育館 

〇プール駐車場 ×体育館横駐車場(スクールバス・職員駐車場) 
 

【お願い】役場駐車場のご利用ですが、以下の通りでお願いします。 

・役場駐車場へは、一方通行でお入りください。（下図参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【下校時】 ＜利用いただける駐車場＞ 

〇高架下、〇町民体育館 〇プール駐車場 〇グランド横駐車場 

×役場駐車場（役場利用者に支障がでるため利用できません） 
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３ 遅刻・早退など、 

    途中での登下校の場合 

【遅刻の場合】 

・短時間でも、周辺道路に停車して

子供を降ろすことはしないでく

ださい。学校までは保護者が付き

添いしてください。 

【早退の場合】 

・校門前ではなく学校グラウンド横

駐車場を利用ください。その他の

症状等によっては、学校から駐車

場所を指定する場合があります。 

・役場駐車場は、役場利用者に支障

があるため利用できません。（役場

から連絡がありました） 

【その他】・祖父母等の送迎の場合にも、上記の内容をお知らせください。 

     ・駐車場利用においては校門につながる歩道上まで保護者が付き添って下さい。 

【問い合わせ先】不明な点は八雲小 教頭 林までお願いします。‘℡0137-63-2101 

 

 

裏面には、指定駐

車場の詳細を掲

載しています。ご

確認ください。 
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この場所への駐停車は、 

ご遠慮ください。 
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登下校時とも使用可 

登下校時の車による 
送迎の指定駐車場 

⚫ 原則、登下校は徒歩です 

⚫ 指定駐車場以外での駐停車・乗

降はしないでください 

⚫ 指定場所まで保護者が車から

降りて付き添ってください 
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